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一
般
質
問

　岡
崎 

晋
　議
員

一
般
質
問

　當
眞 

嗣
春
　議
員

音訳利用者を
どう増やすか           
答　関係者の意見を聞きながら
　　取り組んでいく

岡崎 晋　議員

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
た

ん
ぽ
ぽ
は
来
年
に
発
足
30
周
年
を

迎
え
る
。
視
覚
障
害
者
用
に
広
報

は
え
ば
る
・
ち
む
ぐ
く
る
・
議
会

だ
よ
り
を
音
訳(

録
音)

し
作
成
す

る
C
D
の
利
用
者
、
毎
年
開
催
す

る
利
用
者
と
の
交
流
会
参
加
者
は

ず
っ
と
増
え
な
い
。
利
用
者
を
増

や
す
た
め
に
、
サ
ー
ク
ル
と
共
に

C
D
に
替
る
方
法
と
、
残
る

1
0
0
名
余
の
手
帳
交
付
者
へ
働

き
か
け
て
欲
し
い
が
ど
う
か
。 

サ
ー
ク
ル
の
皆
さ

ん
、
社
協
、
当
事
者
の
方
々
の
意

見
を
伺
い
な
が
ら
取
組
ん
で
い
く
。

北
丘
ハ
イ
ツ
背
面
の

地
滑
り
対
策
工
事
を
問
う

県
に
よ
る
こ
の
工
事
は
い
つ

完
了
し
、
完
了
後
は
こ
の
斜
面
に

北
丘
ハ
イ
ツ
住
民
が
危
惧
す
る
施

設
等
の
建
設
が
可
能
と
な
る
か
。

斜
面
の
上
部
か
ら
の
圧
力
で
ハ
イ

ツ
側
の
側
溝
が
浮
上
が
り
、
新
川

側
で
は
町
道
の
ひ
び
割
れ
が
止
ま

ら
な
い
。

　
北
丘
ハ
イ
ツ
住
民
は
こ
の
計
画

を
認
め
な
い
よ
う
訴
え
て
き
た
。

本
町
は
こ
の
一
帯
を
緑
地
保
全
区

域
と
し
て
残
し
た
い
方
針
に
変
り

は
な
い
か
。

本
工
事
は
令

和
10
年
に
完
了
予
定
で
、
県
の
許

可
が
得
ら
れ
た
場
合
、
建
築
で
き

る
可
能
性
は
あ
る
。
本
町
の
都
市

計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
で
は
、
森

と
緑
の
保
全
地
区
と
し
て
極
力

保
全
す
る
方
針
に
変
り
は
な
い
。

　
最
終
的
に
は
県
の
判
断
だ
が
、

地
域
住
民
の
不
安
解
消
の
観
点
か

ら
関
係
機
関
・
県
と
意
見
交
換
し

な
が
ら
情
報
収
集
に
努
め
て
い
く
。

河
川
へ
の
土
砂
流
入
で

上
流
域
対
策
を
問
う

宮
平
川
で
は
浚
渫
後
間
も
な

く
草
が
繁
茂
す
る
土
砂
溜
ま
り
を

見
か
け
た
。
上
流
域
の
川
辺
で
は

殆
ど
土
砂
流
出
対
策
が
な
さ
れ
て

お
ら
ず
、
川
の
す
ぐ
傍
ま
で
重
機

で
耕
し
て
い
る
の
も
見
か
け
た
。

　
本
町
が
奨
励
す
る
土
砂
流
失
防

止
の
為
の
ベ
チ
バ
ー
植
付
等
の
対

策
を
農
家
の
皆
さ
ん
へ
啓
発
を
図

り
、
南
城
市
と
も
流
域
視
察
を
行

な
い
、
対
策
を
働
き
か
け
て
も
ら

い
た
い
が
ど
う
か
。

ベ
チ
バ
ー
植
付
の

た
め
の
補
助
を
し
て
お
り
、
こ
れ

を
さ
ら
に
告
知
・
充
実
さ
せ
る
た

め
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

南
城
市
と
は
情
報

共
有
・
協
議
を
し
て
い
る
。
現
地

を
一
緒
に
見
て
改
め
て
協
議
し
て

い
く
。

問問

問

問

世
界
が
注
目
し
た
首
脳
会
談

で
、
高
市
首
相
が
戦
争
を
仕
掛
け

た
張
本
人
を
平
和
の
使
者
と
称
え

た
こ
と
に
、
驚
き
と
怒
り
を
感
じ

て
い
る
。
高
市
首
相
の
発
言
は
、

国
際
法
が
求
め
る
立
場
に
も
国
民

の
意
思
に
も
反
す
る
も
の
で
あ

り
、
も
は
や
日
本
国
民
の
代
表
と

は
言
え
な
い
と
い
う
ふ
う
に
私
は

考
え
て
い
る
。
な
ぜ
高
市
政
権
を

赤
嶺
町
長
は
支
持
す
る
の
か
。
生

命
と
財
産
を
守
る
町
長
の
責
務
を

問
う
。町

益
の
こ
と
を
考
え
ま
す

と
、
政
権
与
党
を
応
援
し
た
ほ
う

が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
私

の
思
い
で
あ
る
。
平
和
的
な
解
決

策
を
進
め
て
行
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

会
計
年
度
任
用
職
員
の

処
遇
を
問
う
 
 

 

直
近
の
正
規
職
員
と
非
正
規

職
員
の
人
数
に
つ
い
て
問
う
。

令
和
８
年
３
月
１
日
時

点
に
お
け
る
正
規
職
員
数
は

2
3
4
人
、
会
計
年
度
任
用
職
員

数
は
3
7
9
人
で
あ
る
。

会
計
年
度
任
用
職
員
の
離
職

者
数
と
そ
の
理
由
に
つ
い
て
問
う
。

令
和
７
年
３
月
末
の
会

計
年
度
任
用
職
員
の
離
職
者
数
は

89
人
で
、
任
期
満
了
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

「
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

の
導
入
に
向
け
た
事
務
処
理
マ

ニ
ュ
ア
ル
（
第
２
版
）
」
の
改
正

に
つ
い
て
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
問

う
。

初
任
給
基
準
額
の
上
限

を
設
け
る
必
要
は
な
く
、
職
務
内

容
や
責
任
の
程
度
を
踏
ま
え
、
各

自
治
体
が
適
切
に
判
断
で
き
る
と

さ
れ
て
い
る
。

問

問

CD利用者とたんぽぽの交流会で防災グッズを体験 様々な方が働く役場

生
命
と
財
産
を
守
る
町
長
の

責
務
を
問
う

當眞 嗣春　議員

答
　平
和
的
な
解
決
策
を
進
め
て
行
く
こ
と
が
重
要

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
窓
口
業
務

の
外
部
委
託
を
問
う

契
約
額
と
そ
の
内
訳
、
国
の

補
助
額
に
つ
い
て
問
う
。

契
約
額
は
2
0
4
万

5
0
0
円
、
内
訳
項
目
は
「
人
件

費
と
一
般
経
費
」
と
な
っ
て
お

り
、
全
額
国
か
ら
の
補
助
で
あ

る
。

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
る

随
意
契
約
締
結
で
事
業
実
施
し
て

よ
し
と
す
る
規
定
を
問
う
。

本
契
約
は
、
地
方
自
治

法
施
行
令
第
1
6
7
条
の
２
第
１

項
第
２
号
の
規
定
に
基
づ
く
随
意

契
約
と
な
っ
て
い
る
。

審
査
委
員
会
の
構
成
・
審
査

の
内
容
等
に
つ
い
て
問
う
。

委
員
は
総
務
課
長
、
税

務
課
長
、
企
画
財
政
課
長
、
住
民

環
境
課
長
。
審
査
内
容
は
、
業
務

の
実
施
体
制
や
実
施
方
法
、
全
体

の
事
業
運
営
内
容
等
の
７
項
目
の

基
準
に
基
づ
く
総
合
評
価
を
行
っ

て
い
る
。

問 問副
町
長

副
町
長

副
町
長

問 問

町
長

副
町
長

副
町
長

副
町
長

保
健
福
祉
課
長

ま
ち
づ
く
り
振
興
課
長

産
業
振
興
課
長

都
市
整
備
課
長

問


